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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第15期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第14期

会計期間

自　平成20年
　　６月１日
至　平成20年
　　８月31日

自　平成19年
　　６月１日
至　平成20年
　　５月31日

売上高 (千円) 756,2683,033,742

経常利益 (千円) 100,707 339,405

四半期(当期)純利益 (千円) 53,565 412,439

純資産額 (千円) 1,596,2951,594,857

総資産額 (千円) 2,643,3662,929,661

１株当たり純資産額 (円) 75,916.4675,748.62

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 2,547.4419,810.77

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 2,523.9119,768.99

自己資本比率 (％) 60.3 54.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 71,270 744,859

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △58,352△118,487

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △139,197△744,660

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,166,0661,292,347

従業員数 (名) 166 150

(注)１．　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年８月31日現在

従業員数(名) 166（29）

(注)１．　従業員数は就業人員であり、欄の（　）書きは外数で、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均人員で

あります。 

２．　従業員が当第1四半期連結会計期間末において、16名増加しておりますが、この増加の大部分は、提出会社のオ

ンライン事業の事業拡大に伴う開発関連の人員増加によるものであります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年８月31日現在

従業員数(名) 166（29）

(注)１．　従業員数は就業人員であり、欄の（　）書きは外数で、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均人員であり

ます。

２．　従業員が当第1四半期会計期間末において、34名増加しておりますが、オンライン事業の事業拡大に伴う開発関

連の人員増加及び当社子会社であるビーズマニア㈱からのコマース事業の事業譲受によるものであります。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

オンライン事業 202,192

インフォメーションプロバイダー事業 154,881

ゲーム開発事業 29,285

合計 386,359

(注) １　金額は、当期製造費用によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 商品仕入実績

当第１四半期連結会計期間における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

オンライン事業 2

ゲーム開発事業 15,286

コマース事業 88,157

合計 103,445

(注) １　金額は、当期商品仕入高によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 受注状況

当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
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(4) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

オンライン事業 331,914

インフォメーションプロバイダー事業 260,347

ゲーム開発事業 69,710

コマース事業 94,296

合計 756,268

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　当社グループの主たる事業でありますインフォメーションプロバイダー事業は、各移動体通信事業者を介し一

般ユーザーに対して有料情報サービスを提供するものであり、各移動体通信事業者が当該情報料の回収代行

を行っており、主な各移動体通信事業者別の情報料の総額は次のとおりであります。

　

相手先

当第１四半期連結会計期間

金額(千円) 割合(％)

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 152,572 58.6

ＫＤＤＩ株式会社 54,941 21.1

ソフトバンクモバイル株式会社 40,100 15.4

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、下記のとおり運営ライセンス許諾契約を締結しております。

　
相手会社名 国名 契約の名称 契約の内容 契約期間

Aeria Games &

Entertainment,Inc
米国 License Agreement

オンラインゲーム「真・女神

転生ＩＭＡＧＩＮＥ」の北米

及び欧州における運営許諾に

関する契約。

サービス開始日から36ヶ月間

（以降１年ごと自動更新）
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(１) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、米国経済の減速、原油価格・素材価格の高騰等によ

り、企業の設備投資の減少や個人消費が伸び悩みなどにより、景気の減速感が強まりました。 

　このような経済状況のもとで、当社グループは、前期より引き続き、中期経営計画における重点施策の、

オンライン事業を中核事業とした、経営資源の積極的な投入や、各事業の効率的な運営による収益性の改

善に努めてまいりました。 

　当第１四半期連結会計期間の売上高は756百万円となり、営業利益94百万円、経常利益100百万円、四半期

純利益は53百万円となりました。 

　事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

　

≪オンライン事業≫

オンライン事業においては、オンラインゲーム「真・女神転生IMAGINE」の運営及び２作目となる「ミ

ニ四駆オンラインレーサー」の開発を進めてまいりました。 

「真・女神転生IMAGINE」につきましては、国内サービス開始２年目となり、人気のアイテム等の積極投

入やイベント、キャンペーンの開催などを行い、ユーザーニーズを的確に捉えることで、引き続き好調に

推移いたしました。また、Aeria Games & Entertainment,Inc.（米国カリフォルニア）と、北米及び欧州

における運営ライセンスの許諾契約を締結し、北米でのサービス開始に向け取り組んでまいりました。一

方「ミニ四駆オンラインレーサー」につきましても、国内での正式サービス開始に向け、開発体制の強化

に取り組んでまいりました。 

　以上の結果、当事業の第１四半期連結会計期間における売上高は331百万円、営業利益は54百万円となり

ました。

　

≪インフォメーションプロバイダー事業≫ 

インフォメーションプロバイダー事業においては、多様化するユーザーニーズや競争の激化など、市場

環境は厳しさを増しております。このような環境のなかで、当社は、独自の企画力と高い技術力を活かし、

趣味性の高い、高付加価値のコンテンツを効率的に運営、サービスの提供を行ってまいりました。 

　以上の結果、当事業の第１四半期連結会計期間における売上高は260百万円、営業利益は39百万円となり

ました。

　

≪ゲーム開発事業≫

ゲーム開発事業においては、主力のアーケードゲームについては、新規タイトルの販売に向け、開発に

取り組んでまいりました。当事業の第１四半期の売上としては、前期に開発を致しましたコンシューマー

ゲーム「お姫様デビュー」の販売及びイベント開催による物販を行ってまいりました。

　以上の結果、当事業の第１四半期連結会計期間における売上高は69百万円、営業利益は24百万円となり

ました。

　

≪コマース事業≫

コマース事業においては、ビーズアクセサリーやその関連商品を携帯サイト、PCサイト及び店舗にて企

画販売を行っております。天然石、オリジナルキット等独自の企画で高付加価値商品に注力すると同時

に、コスト削減等の効率化を徹底して、収益力の強化を図ってまいりました。 

　以上の結果、当事業の第１四半期連結会計期間における売上高は94百万円、営業損失は23百万円となり

ました。
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(２) 財政状態の分析

（資産、負債及び純資産の状況）

①資産

総資産は、前連結会計年度末に比べて286百万円減少し2,643百万円となりました。これは、流動資産に

おいて、主に現金及び預金が金融機関への借入金返済等による支払いにより126百万円減少、売上債権の

回収により売掛金が133百万円減少したこと等により279百万円減少、また、固定資産において、有形固定

資産、投資その他の資産は増加したものの主にソフトウェアの減価償却費を41百万円計上したこと等に

より、６百万円減少したことによるものであります。

②負債

負債は、前連結会計年度末に比べて287百万円減少し1,047百万円となりました。これは、固定負債にお

いて、長期借入金が113百万円減少、未払法人税等が90百万円減少したこと等によるものであります。

③純資産

純資産は、前連結会計年度末に比べて１百万円増加し1,596百万円となりました。これは、主に利益剰余

金が株主配当により52百万円減少したものの、四半期純利益が53百万円となったことによるものであり

ます。

　

(３) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,166百万円と

なりました。

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、71百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益96百

万円、売上債権の減少133百万円、未払金の減少46百万円、法人税等の支払い114百万円があったこと等に

よるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、58百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出22百

万円があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、139百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出113百

万円、配当金の支払額25百万円があったことによるものであります。

　

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(５) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間における主な研究開発内容としては、次世代モバイルの研究開発に９百万円、

ゲーム基盤開発に関する研究開発として５百万円等を計上し、総額で15百万円となりました。 

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000

計 60,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年10月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 21,027 21,027

　大阪証券取引所
（ニッポン・ニュー
・マーケット－ヘラ
クレス）

（注）１

計 21,027 21,027 ― ―

(注) １　発行済株式数は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であ
ります。

　　 ２　「提出日現在発行数」欄には、平成20年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発
行されたものは含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権に関する事項は次の通りで

あります。

①　平成15年５月28日開催臨時株主総会決議（平成15年５月28日取締役会決議）

第１四半期会計期間末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数（個） 2

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 30

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000

新株予約権の行使期間
自　平成15年７月１日
至　平成25年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　 50,500
資本組入額   　　          25,250　　　　　　　　

新株予約権の行使の条件 無

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は15株であります。 
２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され
ます。調整により生じる１株未満の端数は切り捨てます。

　　　調整後株式数　＝　調整前株式数×分割・併合の比率

３　当社が株式の分割又は併合を行う場合、払込金額は次の算式により調整されます。調整の結果生じる１円未満
の端数は切り上げるものといたします。

　

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率
　
　　また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行する場合、払込価額は次の算式により調整されます。
調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

　

調整後払込価額 ＝
調整前払込価額×既発行株式数＋１株当たり払込金額×新株式株式数

既発行株式数＋新発行株式数
　
４　新株予約権の行使時の払込金額は１株当たりの金額を記載しております。
５　平成16年８月11日開催の取締役会決議により、平成16年９月３日付をもって１株を３株に分割しております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の株」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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②　平成15年８月27日開催臨時株主総会決議（平成16年５月28日取締役会決議）

第１四半期会計期間末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数（個） 8

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 24

新株予約権の行使時の払込金額（円） 120,000

新株予約権の行使期間
自　平成17年10月１日
至　平成20年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　 　　　　 120,000
資本組入額  　       　    60,000　　　　　　　　

新株予約権の行使の条件 （注）４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は３株であります。 
２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され
ます。調整により生じる１株未満の端数は切り捨てます。

　　　調整後株式数　＝　調整前株式数×分割・併合の比率

３　当社が株式の分割又は併合を行う場合、払込金額は次の算式により調整されます。調整の結果生じる１円未満
の端数は切り上げるものといたします。

　

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率
　
　　また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行する場合、払込価額は次の算式により調整されます。
調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

　

調整後払込価額 ＝
調整前払込価額×既発行株式数＋１株当たり払込金額×新株式株式数

既発行株式数＋新発行株式数
　
４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及びこれに準ずる者であることを要し　

ます。 

(2) 対象者は、当社株式が日本証券業協会に登録もしくはいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、

権利を行使することができます。

(3) その他の新株予約権の行使の条件に関しましては、平成15年８月27日開催の定時株主総会及び平成16年

５月28日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員及びこれに準ずる者との間で

締結した「第３回新株予約権割当契約」に定められております。

５　平成16年８月11日開催の取締役会決議により、平成16年９月３日付をもって１株を３株に分割しております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の株」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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③　平成18年８月25日開催臨時株主総会決議（平成18年９月27日取締役会決議）

第１四半期会計期間末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数（個） 155

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 155

新株予約権の行使時の払込金額（円） 282,293

新株予約権の行使期間
自　平成21年９月１日
至　平成25年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　 282,293
資本組入額   　　          141,147　　　　　　　　

新株予約権の行使の条件 （注）４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 
２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結
果生じる１株未満の端数は切り上げるものとします。

　　　調整後株式数　＝　調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果
生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率
　
　　また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株
式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
　
４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要しま

す。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合

は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものとします。 

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
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④　平成18年９月27日取締役会決議

第１四半期会計期間末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数（個） 112

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 112

新株予約権の行使時の払込金額（円） 282,293

新株予約権の行使期間
自　平成21年９月１日
至　平成25年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　 282,293
資本組入額   　　          141,147　　　　　　　　

新株予約権の行使の条件 （注）４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 
２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結
果生じる１株未満の端株は切り上げるものとします。

　　　調整後株式数　＝　調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果
生じる１円未満の端株は切り上げるものといたします。

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率
　
　　また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株
式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
　
４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要しま

す。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合

は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものとします。 

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
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⑤　平成19年10月17日取締役会決議

第１四半期会計期間末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数（個） 140

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 140

新株予約権の行使時の払込金額（円） 82,248

新株予約権の行使期間
自　平成22年10月１日
至　平成26年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　 82,248
資本組入額   　　          41,124　　　　　　　　

新株予約権の行使の条件 （注）４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 
２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結
果生じる１株未満の端株は切り上げるものとします。

　　　調整後株式数　＝　調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果
生じる１円未満の端株は切り上げるものといたします。

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率
　
　　また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株
式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
　
４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要しま

す。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合

は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものとします。 

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
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⑥　平成19年10月17日取締役会決議

第１四半期会計期間末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数（個） 200

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 82,248

新株予約権の行使期間
自　平成22年10月１日
至　平成26年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　 82,248
資本組入額   　　          41,124　　　　　　　　

新株予約権の行使の条件 （注）４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 
２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結
果生じる１株未満の端株は切り上げるものとします。

　　　調整後株式数　＝　調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果
生じる１円未満の端株は切り上げるものといたします。

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率
　
　　また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株
式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
　
４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要しま

す。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合

は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものとします。 

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成20年６月１日～
　平成20年８月31日

― 21,027― 785,527― 729,167

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年５月31日現在で記載しております。

　

① 【発行済株式】

平成20年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ―  ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 21,027 21,027
完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない当社における標準と
なる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 21,027 ― ―

総株主の議決権 ― 21,027 ―

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
６月 ７月 ８月

最高(円) 289,000187,000147,900

最低(円) 138,000134,000101,600

(注)　株価は、大阪証券取引所市場（ニッポン・ニュー・マーケット・ヘラクレス）におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半

期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年６月１

日から平成20年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期

レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
　（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,166,066 1,292,347

売掛金 423,020 556,840

商品 74,785 72,909

仕掛品 19,284 －

貯蔵品 1,444 495

未収入金 154,401 190,798

その他 58,424 61,787

貸倒引当金 △11,279 △9,430

流動資産合計 1,886,146 2,165,749

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 26,228 25,786

工具、器具及び備品（純額） 71,155 64,208

有形固定資産合計 ※
 97,384

※
 89,995

無形固定資産

ソフトウエア 270,131 312,083

ソフトウエア仮勘定 20,567 6,490

その他 5,225 4,898

無形固定資産合計 295,924 323,472

投資その他の資産

投資有価証券 13,940 10,830

敷金及び保証金 94,129 77,531

繰延税金資産 255,841 262,081

投資その他の資産合計 363,910 350,443

固定資産合計 757,219 763,911

資産合計 2,643,366 2,929,661
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 16,457 10,272

1年内返済予定の長期借入金 554,200 554,200

未払金 76,399 127,128

未払費用 163,018 192,947

未払法人税等 31,721 122,428

ポイント引当金 561 －

その他 87,111 96,676

流動負債合計 929,470 1,103,653

固定負債

長期借入金 117,600 231,150

固定負債合計 117,600 231,150

負債合計 1,047,070 1,334,803

純資産の部

株主資本

資本金 785,527 785,527

資本剰余金 729,167 729,167

利益剰余金 78,987 77,990

株主資本合計 1,593,681 1,592,684

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 65 81

評価・換算差額等合計 65 81

新株予約権 2,548 2,091

純資産合計 1,596,295 1,594,857

負債純資産合計 2,643,366 2,929,661

EDINET提出書類

株式会社ケイブ(E05449)

四半期報告書

19/30



　（２）【四半期連結損益計算書】
　　　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
 至 平成20年８月31日)

売上高 756,268

売上原価 379,645

売上総利益 376,622

販売費及び一般管理費 ※１
 282,154

営業利益 94,467

営業外収益

受取利息 451

出資金運用益 3,777

持分法による投資利益 5,197

その他 328

営業外収益合計 9,754

営業外費用

支払利息 3,156

その他 358

営業外費用合計 3,514

経常利益 100,707

特別利益

新株予約権戻入益 76

特別利益合計 76

特別損失

固定資産除却損 ※２
 570

事務所移転費用 3,999

特別損失合計 4,569

税金等調整前四半期純利益 96,213

法人税、住民税及び事業税 27,620

法人税等調整額 15,027

法人税等合計 42,648

四半期純利益 53,565
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
 至 平成20年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 96,213

減価償却費 54,320

株式報酬費用 457

ポイント引当金の増減額（△は減少） 561

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,849

受取利息及び受取配当金 △451

支払利息 3,156

持分法による投資損益（△は益） △5,197

固定資産除却損 570

事務所移転費用 2,961

売上債権の増減額（△は増加） 133,820

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,108

仕入債務の増減額（△は減少） 6,185

未払金の増減額（△は減少） △46,666

未払費用の増減額（△は減少） △29,918

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,364

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△3,533

その他の資産の増減額（△は増加） 31,039

その他の負債の増減額（△は減少） △10,283

小計 188,610

利息及び配当金の受取額 451

利息の支払額 △2,997

法人税等の支払額 △114,793

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △22,416

無形固定資産の取得による支出 △19,339

敷金の差入による支出 △16,597

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △113,550

配当金の支払額 △25,647

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,280

現金及び現金同等物の期首残高 1,292,347

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,166,066
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

　　会計処理の原則及び手続の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７

月５日　企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準に

ついては、原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更

しております。

　これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。
 

２．棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末を基礎とし

て合理的な方法により算定する方法によっております。
 

３．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。
 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

　（ポイント引当金）

当社インターネット販売サイトの顧客に付与されたポイントの使用に備えるため、当第１四半期連結会計

期間末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

　なお、これは、当連結会計年度よりビーズの販売サイトにおいてポイント制を開始したことに伴い計上した

ものであります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末
(平成20年５月31日)

※　　有形固定資産の減価償却累計額　 　 154,573千円
 

※　　有形固定資産の減価償却累計額　 　 147,284千円
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日 
 至　平成20年８月31日)

※１　販管費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。
 

役員報酬 16,110千円

給料 49,002千円

広告宣伝費 37,780千円

貸倒引当金繰入額 4,351千円

研究開発費 15,832千円

回収費 51,197千円

ポイント引当金繰入額 676千円
 
※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
 

建物 469千円

工具、器具及び備品 100千円

計 570千円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日 
 至　平成20年８月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　（平成20年８月31日現在）

現金及び預金 1,166,066千円

現金及び現金同等物 1,166,066千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 21,027

　

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 第２回新株予約権 普通株式 30 15

提出会社
第４回ストックオプ
ションとしての新株
予約権

― ― 1,037

提出会社
第５回ストックオプ
ションとしての新株
予約権

― ― 506

提出会社
第６回ストックオプ
ションとしての新株
予約権

― ― 410

提出会社
第７回ストックオプ
ションとしての新株
予約権

― ― 580

合計 30 2,548

(注)１．　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

２．　第４回、第５回、第６回、第７回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年８月27日
定時株主総会

普通株式 52,567 2,500平成20年５月31日 平成20年８月28日 利益剰余金

　　　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　　　

(リース取引関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。
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(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年８月31日)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末に比べて著しい変動が認め

られないため、記載しておりません。

　　　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年８月31日)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　　　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

オンライン

事業

(千円)

インフォメー

ションプロバ

イダー事業

(千円)

ゲーム

開発事業

(千円)

コマース

事業

(千円)

計

(千円)

消去又は

全社

(千円)

連結

(千円)

売上高

（1）外部顧客に対

     する売上高 331,914260,34769,71094,296756,268 ― 756,268

（2）セグメント間

     の内部売上高

     又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 331,914260,34769,71094,296756,268 ― 756,268

営業利益又は営業損
失（△）

54,62639,07024,385△23,61594,467 ― 94,467

（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　２．各区分に属する主な製品等

事業区分 主要製品等

オンライン事業
オンライン・ネットワーク型ゲーム・ライツ商
品等

インフォメーションプロバイダー事業 モバイルコンテンツ

ゲーム開発事業 業務用ゲームソフト・ライツ商品等

コマース事業 ビーズアクセサリー等

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項

目に含めたものはありません。

　

４．各事業区分の記載順番の変更

　事業区分は従来、「インフォメーションプロバイダー事業」、「コマース事業」、「ゲーム開発事

業」、「オンライン事業」の順番で記載しておりましたが、当社における経営強化事業の見直しに

併せて、事業区分の記載順番の見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より「オンライン事業」、

「インフォメーションプロバイダー事業」、「ゲーム開発事業」、「コマース事業」の順番に変更

致しました。

　

５．「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月

５日　企業会計基準第９号）を適用しております。

　これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　
　

(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

　

（共通支配下の取引等）

　

１

 
統合企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、並びに取引の目的を含む取引の概要

(１)結合企業の名称及びその内容

対象事業 ビーズマニア株式会社のすべての事業

事業の内容

 

国内外のビーズアクセサリーの企画製作及びＰＣ通販サイト、

リアル店舗での販売事業

(２)企業結合の法的形式

 

事業の譲受（共通支配下の取引）

 

(３)取引の概要

 

　当社のコマース事業と統合させることにより、ＰＣサイトだけでなく携帯サイトからも利

用できる利便性の向上及び事務管理の合理化によるコスト削減等の効果が図れるものと考

え、譲受いたしました。

２ 実施した会計処理の概要

　本事業譲受は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会平成15年10月31日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年

11月15日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末
(平成19年８月31日)

１株当たり純資産額 75,916円46銭１株当たり純資産額 75,748円62銭

　
　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日 
 至　平成20年８月31日)

１株当たり四半期純利益 2,547円44銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 2,523円91銭

　
(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日 
 至　平成20年８月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 53,565

普通株式に係る四半期純利益(千円) 53,565

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 21,027

四半期純利益調整額(千円) ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)

196

普通株式増加数(株) 196

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年10月10日

株式会社　ケイブ

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　東　　田　　夏　　記　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　新　　　田　　　誠　　　印　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　千　　足　　幸　　男　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ケイブの平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成

20年６月１日から平成20年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ケイブ及び連結子会社の平成20年８

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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